
  

一 

令和 5 年 4 月 28 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８３２号 
      

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

 
 

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

保
安
林
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
四
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

頭
首
工
管
理
規
程
の
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

五
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

出
先
機
関
公
告 

○ 

令
和
六
年
度
千
葉
県
立
農
業
大
学
校
入
学
試
験
及
び
推
薦
入
学
生
の
選
考
の
実
施 

 
 

 
 

 

五 

規

則 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
四
第
十
三
号
中

宅
地
造
成
等
規
制
法

を

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

に

第
八
条
第
一
項

を

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項

に

許
可
を
要
す
る
宅
地
造

成

を

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行

為

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号

以
下

改
正
法

と
い
う

に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号

第
八
条

第
一
項
本
文

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
行
為
は

改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ

る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
四
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行

為
と
み
な
す

 

  

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
八

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
別
表
第
二
第
十
二
号
中

宅
地
造
成
等
規
制
法

を

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

に

第
八
条
第
一
項

を

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項

に
改
め
る

 

 
 

 

附 
則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号

以
下

改
正
法

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

4 

月

28

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８３２号 令和 5 年 4 月 28 日 (金曜日) 
 

と
い
う

に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号

第
八
条

第
一
項
本
文

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
許
可
は

改
正
後
の
千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
許
可
と
み
な
す

 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
九
十
一
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号

第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ

た
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
認
定
し
た

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名 
 

 
 

 

称 
所 

 
 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

医
療
法
人
社
団
ふ
け
会 

富

家
千
葉
病
院 

千
葉
市
稲
毛
区
長
沼
原
町
二
七
七

番
地
一 

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日 

  

千
葉
県
告
示
第
百
九
十
二
号 

 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号

第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り

農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

芝
山
地
域 

変
更
前
の
区
域 

変
更
後
の
区
域 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
八
十
二
号

農
業

振
興
地
域
の
区
域
の
変
更

第
二
号
変
更
後
の

区
域
の
欄
に
掲
げ
る
区
域 

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
か
ら
次
の
図
の
斜
線
部
分

の
区
域
を
除
い
た
区
域

次
の
図

は
省
略

し

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
農
林
水
産
部

農
地
・
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
九
十
三
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

香
取
郡
東

庄
町
窪
野
谷
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
四
月
十
九
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
九
十
四
号 

 

森
林
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

山
武
市
蓮
沼
ホ
字
曙
一
四
番
六
七
か
ら
一
四
番
七
二
ま
で 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

飛
砂
の
防
備

潮
害
の
防
備
及
び
公
衆
の
保
健 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め 

 

千
葉
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

 

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

二 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

 
 

基
本
費
用
の
額
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る

 

三 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 

１ 

氏
名 

松
本
達
之 

 

２ 

住
所 

野
田
市
野
田
二
六
一
番
地 

四 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

 
 

契
約
を
締
結
し
た
後
及
び
監
査
の
実
施
の
通
知
が
あ

た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
概
算
に
よ
り
支
払
う
も
の

と
し

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ

た
後
に
費
用
の
精
算
を
行
う
も
の
と
す
る

 

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

指

示 
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
四
十
一
号 

 

千
葉
県
海
面
に
お
け
る
う
み
が
め
の
採
捕
に
つ
い
て

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号

第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
指
示
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

一 

採
捕
の
制
限 

 
 

千
葉
県
海
面
に
お
い
て
は

う
み
が
め

あ
お
う
み
が
め

あ
か
う
み
が
め
及
び
た
い
ま
い
を
い

い

こ
れ
ら
の
卵
及
び
遺
骸
を
含
む

以
下
同
じ

を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い

た
だ
し

二
に
掲



  

三 

令和 5 年 4 月 28 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８３２号 

げ
る
者
で
あ

て

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

以
下

委
員
会

と
い
う

が
う
み
が
め
の
採

捕
の
承
認

以
下

承
認

と
い
う

を
行

た
も
の
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

 
二 
承
認
の
対
象 

 
 

承
認
の
対
象
と
な
る
者
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る

 

 

１ 

試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者 

 

２ 

増
殖
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者 

 

３ 

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者 

三 

承
認
の
条
件 

 
 

委
員
会
は

承
認
を
す
る
に
当
た
り
次
に
掲
げ
る
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
あ
る

 

 

１ 

承
認
を
受
け
た
者
は

採
捕
し
た
う
み
が
め

標
本
及
び
剝
製
を
含
む

を
販
売
し
て
は
な
ら

な
い

 

 

２ 

そ
の
他
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

四 

承
認
証
の
携
帯 

 
 

承
認
を
受
け
た
者
は

う
み
が
め
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

委
員
会
が
交
付
し
た
当
該
承

認
に
係
る
承
認
証
を
自
ら
携
帯
し

又
は
採
捕
責
任
者
に
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

五 

承
認
の
取
消
し 

 
 

委
員
会
は

資
源
保
護
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る

 

六 

取
扱
要
領 

 
 

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

承
認
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

委
員
会
が
別
に

定
め
る

 

七 

指
示
の
有
効
期
間 

 
 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は

令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

 

公

告 

 
 

 

頭
首
工
管
理
規
程
の
認
可 

 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

君

津
市
末
吉
土
地
改
良
区
の
頭
首
工
管
理
規
程
の
認
可
申
請
を
適
当
と
認
め
る
の
で

令
和
五
年
四
月
十
九

日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要 

 

団
体
営
か
ん
が
い
排
水
事
業

末
吉
地
区

に
よ
り
造
成
さ
れ
た
梶
山
堰
頭
首
工
の
維
持

操
作
そ
の

他
の
管
理
に
つ
い
て

管
理
規
程
に
お
い
て
次
の
事
項
を
定
め
る

 

一 

貯
水

放
流
又
は
取
水
に
関
す
る
事
項 

二 

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械

器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項 

三 

干
ば
つ

洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

四 

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
芝
山
町
の
変
更
に
係
る
芝
山
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
道
路
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た

の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
芝
山
町
の
決
定
に
係
る
芝
山
都
市
計
画
地
区
計
画
川
津
場
地
区
地
区
計
画
の

関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
我
孫
子
市
の
変
更
に
係
る
我
孫
子
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
公
園
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た

の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
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二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

                            

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

２
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

県
庁

舎
電

話
設

備
整

備
事

業
 

一
式

 
②

千
葉

県
総

務
部

管
財

課
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

③
令

和
５

年
１

月
２

０
日

 
④

東
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
 

千
葉

市
美

浜
区

中
瀬

一
丁

目
３

番
地

 

 
⑤

１
７

７
，

６
７

１
，

８
８

３
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

４
年

１
２

月
９

日
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

２
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

文
書

館
長

 
 

大
 

野
 

 
義

 
弘

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

文
書

館
建

物
総

合
維

持
管

理
業

務
委

託
 

一
式

 
②

千
葉

県
文

書
館

 
千

葉
市

中
央

区
中

央
四

丁
目

１
５

番
７

号
 

③
令

和
５

年
２

月
２

２
日

 
④

株
式

会
社

ア
マ

ラ
ン

 
千

葉
市

中
央

区
矢

作
町

５
４

０
番

地
４

２
 

⑤
４

８
，

６
２

０
，

８
８

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

１
月

６
日

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

２
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
立

西
部

図
書

館
長

 
 

赤
 

沼
 

 
知

 
里

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
立

西
部

図
書

館
館

舎
総

合
管

理
業

務
委

託
 

一
式

 
②

千
葉

県
立

西
部

図
書

館
 

松
戸

市
千

駄
堀

６
５

７
番

７
 

③
令

和
５

年
２

月
１

７
日

 
④

株
式

会
社

オ
ー

チ
ュ

ー
千

葉
支

店
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
２

３
番

４
号

 
⑤

６
８

，
８

６
４

，
４

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
１

月
６

日
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

２
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
立

東
部

図
書

館
長

 
 

押
 

澤
 

 
裕

 
子

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
立

東
部

図
書

館
館

舎
総

合
管

理
業

務
委

託
 

一
式

 
②

千
葉

県
立

東
部

図
書

館
 

旭
市

ハ
の

３
４

９
番

地
 

③
令

和
５

年
２

月
１

７
日

 
④

新
生

ビ
ル

テ
ク

ノ
株

式
会

社
 

千
葉

市
中

央
区

新
町

２
２

番
地

１
 

⑤
６

７
，

３
２

０
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

１
月

６
日

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

２
８

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
が

ん
セ

ン
タ

ー
病

院
長

 
 

藤
 

里
 

 
正

 
視

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
が

ん
セ

ン
タ

ー
で

使
用

す
る

電
力

 
予

定
使

用
電

力
量

 
１

４
，

６
６

３
，

０
０

０
キ

ロ

ワ
ッ

ト
時

 
②

千
葉

県
が

ん
セ

ン
タ

ー
事

務
局

 
千

葉
市

中
央

区
仁

戸
名

町
６

６
６

番
地

２
 

③
令

和
５
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出

先

機

関

公

告 

 
 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
立
農
業
大
学
校
入
学
試
験
及
び
推
薦
入
学
生
の
選
考
の
実
施 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
立
農
業
大
学
校
入
学
試
験
及
び
推
薦
入
学
生
の
選
考
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
長 

 

山 

田 
 

真 

司 
 

 

一 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校

農
業
専
門
課
程
農
学
科

入
学
試
験 

 

１ 

募
集
人
数 

 
 

 

八
〇
名

二
の
推
薦
入
学
に
よ
り
入
学
す
る
者
の
数
を
含
む

 

 

２ 

受
験
資
格 

 
 

 

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

令
和
六
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む

そ
の
他
の
学
校
教
育

法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

３ 

試
験
期
日 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

令
和
六
年
一
月
十
日

水
曜
日

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

令
和
六
年
二
月
十
四
日

水
曜
日

 

 

４ 

試
験
場
所 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校 

 

５ 

試
験
科
目 

 
 

 
 

筆
記
試
験 

 
 

 
 

 

必
須
科
目 

 
 

 
 

 

国
語

国
語
総
合

古
文
及
び
漢
文
を
除
く

 

 
 

 
 

 

選
択
科
目 

 
 

 
 

 

農
業

農
業
と
環
境

及
び
理
科

生
物
基
礎
及
び
化
学
基
礎

の
三
科
目
の
う
ち
か
ら
一

科
目
を
選
択
す
る

 

 
 

 
 

面
接
試
験 

 

６ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

 
 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
四
日

月
曜
日

か
ら
十
五
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 
 

 
 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

金
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も

の
に
限
り
有
効
と
す
る

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

 
 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

月
曜
日

か
ら
二
月
一
日

木
曜
日

ま
で

土
曜
日
及
び
日
曜

日
を
除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 

 
 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
六
年
二
月
一
日

木
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に

限
り
有
効
と
す
る

 

 

７ 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
庶
務
教
務
課
入
試
係 

 

８ 

合
格
発
表 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

木
曜
日

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

令
和
六
年
二
月
二
十
八
日

水
曜
日

 

二 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校

農
業
専
門
課
程
農
学
科

推
薦
入
学
生
の
選
考 

 

１ 

募
集
人
数 

 
 

 

約
四
〇
名 

 

２ 

推
薦
入
学
資
格 

 
 

 

高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
六
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者
で

当
該
高
等
学
校
等
に
お

け
る
学
業
成
績
が
特
に
優
秀
で
あ
り

か
つ

当
該
高
等
学
校
等
の
長
が
推
薦
す
る
も
の 

 

３ 

選
考
期
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
十
九
日

木
曜
日

 

 

４ 

選
考
場
所 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校 

 

５ 

選
考
方
法 

 

 
 

 

書
類
審
査

小
論
文
及
び
面
接
に
よ
り
行
う

 

 

６ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
令
和
五
年
九
月
十
五
日

金
曜
日

か
ら
二
十
九
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日

日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
と
す
る

 

 
 

 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

金
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の

に
限
り
有
効
と
す
る

 

 

７ 

受
験
願
書
の
提
出
方
法
及
び
提
出
先 

 
 

 
 

提
出
方
法 

 
 

 
 

受
付
期
間
内
に
推
薦
者
が
取
り
ま
と
め
の
上

提
出
す
る

 

 
 

 
 

提
出
先 

 
 

 
 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
庶
務
教
務
課
入
試
係 

 

８ 

合
格
発
表 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

木
曜
日

 

三 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校

農
業
専
門
課
程
研
究
科

入
学
試
験 

 

１ 

募
集
人
数 

 
 

 

二
〇
名

四
の
推
薦
入
学
に
よ
り
入
学
す
る
者
の
数
を
含
む

 

年
４

月
１

日
 

④
東

京
電

力
エ

ナ
ジ

ー
パ

ー
ト

ナ
ー

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
富

士
見

二
丁

目
９

番
５

号
 

⑤
３

９
７

，
５

７
１

，
３

３
２

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
３

７
２

号
）

第
１

１
条

第
１

項
第

１
号

 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（１ ） 

 

（２ ） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（一） 

 
（二） 



 
 

 

六 
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２ 

受
験
資
格 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

 
 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
農
業
専
門
課
程
農
学
科
を
卒
業
し
た
者

令
和
六
年
三
月
卒
業
見
込
み

の
者
を
含
む

 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
り

か
つ

都
道
府
県
立
農

業
講
習
所

農
業
改
良
助
長
法

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号

に
よ
る
都
道
府
県
立
農

業
者
研
修
教
育
施
設

鯉
淵
学
園
農
業
栄
養
専
門
学
校
若
し
く
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学

に
お
い
て
農
業
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

令
和
六
年
三
月
卒
業
見
込
み
の

者
を
含
む

農
業
改
良
助
長
法
施
行
規
則

平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
四
号

第
四
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
千
葉
県

立
農
業
大
学
校
長
が
農
業
に
関
し
て
短
期
大
学
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
る

者 

 

３ 

試
験
期
日 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

令
和
六
年
一
月
十
日

水
曜
日

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

令
和
六
年
二
月
十
四
日

水
曜
日

 

 

４ 

試
験
場
所 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校 

 

５ 

試
験
科
目 

 
 

 
 

筆
記
試
験 

作
物
学

園
芸
学

畜
産
学
及
び
農
業
経
営
学
の
四
科
目
の
う
ち
か
ら
二
科
目
を

選
択
す
る

 

 
 

 
 

面
接
試
験 

 

６ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

 
 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
四
日

月
曜
日

か
ら
十
五
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 
 

 
 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

金
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も

の
に
限
り
有
効
と
す
る

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

 
 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

月
曜
日

か
ら
二
月
一
日

木
曜
日

ま
で

土
曜
日
及
び
日
曜

日
を
除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

 

 
 

 
 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
六
年
二
月
一
日

木
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に

限
り
有
効
と
す
る

 

 

７ 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
庶
務
教
務
課
入
試
係 

 

８ 

合
格
発
表 

 
 

 
 

Ａ
日
程 

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

木
曜
日

 

 
 

 
 

Ｂ
日
程 

令
和
六
年
二
月
二
十
八
日

水
曜
日

 

四 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校

農
業
専
門
課
程
研
究
科

推
薦
入
学
生
の
選
考 

 

１ 

募
集
人
数 

 
 

 

約
一
〇
名 

 

２ 

推
薦
入
学
資
格 

 
 

 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

当
該
者
が
卒
業
し

又
は
卒
業
し
よ
う
と
す
る
学
校
又
は
施

設
に
お
け
る
学
業
成
績
が
特
に
優
秀
で
あ
り

か
つ

当
該
学
校
又
は
施
設
の
長
が
推
薦
す
る
も
の 

 
 

 
 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
農
業
専
門
課
程
農
学
科
を
卒
業
し
た
者

令
和
六
年
三
月
卒
業
見
込
み

の
者
を
含
む

 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
り

か
つ

都
道
府
県
立
農

業
講
習
所

農
業
改
良
助
長
法
に
よ
る
都
道
府
県
立
農
業
者
研
修
教
育
施
設
又
は
学
校
教
育
法
に

よ
る
短
期
大
学
に
お
い
て
農
業
に
関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

令
和
六
年
三
月

卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む

 

 

３ 

選
考
期
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
十
九
日

木
曜
日

 

 

４ 

選
考
場
所 

 
 

 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校 

 

５ 

選
考
方
法 

 
 

 

書
類
審
査

小
論
文
及
び
面
接
に
よ
り
行
う

 

 

６ 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
令
和
五
年
九
月
十
五
日

金
曜
日

か
ら
二
十
九
日

金
曜
日

ま
で

土
曜
日

日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

と
し

そ
の
受
付
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
と
す
る

 

 
 

 

な
お

郵
送
に
よ
る
場
合
は

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

金
曜
日

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の

に
限
り
有
効
と
す
る

 

 

７ 

受
験
願
書
の
提
出
方
法
及
び
提
出
先 

 
 

 
 

提
出
方
法 

 
 

 
 

受
付
期
間
内
に
推
薦
者
が
取
り
ま
と
め
の
上

提
出
す
る

 

 
 

 
 

提
出
先 

 
 

 
 

東
金
市
家
之
子
一

〇
五
九
番
地 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
庶
務
教
務
課
入
試
係 

 

８ 
合
格
発
表 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日

木
曜
日

 

五 

そ
の
他 

 
 

出
願
方
法
そ
の
他
入
学
試
験
に
関
し
て
不
明
な
点
は

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
庶
務
教
務
課
入
試
係

電
話
〇
四
七
五

五
二

五
一
二
一

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 

 

（二） 

 
（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（一） 


